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１. 国際無線障害特別委員会（CISPR）について 

２. CISPRウラジオストク会議の開催概要等 

３. 重点審議事項 

４. 総会対処方針 

５. 各小委員会における審議状況と対処方針 

（５）H小委員会（無線業務保護のための妨害波に関する規格を策定） 

 H小委員会では、他の製品規格及び製品群規格の対象とならない装置に対して

適用されるエミッション共通規格を審議するとともに、全ての小委員会に関連

する横断的な課題を扱っている。現在の主な議題は、（５－１）共通エミッシ

ョン規格IEC61000-6-3（住宅・商業・軽工業環境）及びIEC 61000-6-4（工業環

境）の改定、（５－２）CISPR/TR 16-4-4（無線保護のための許容値設定モデル

の技術報告書）の改定、（５－３）太陽光発電システム及び照明用超低電圧屋

内配線設備からの放射モデルの検討である。それぞれの審議状況及び対処方針

は以下のとおり。 

（５－１）共通エミッション規格IEC61000-6-3（住宅・商業・軽工業環境）及び

IEC 61000-6-4（工業環境）の改定  

１） 審議状況 

両規格について、それぞれ下記事項の導入を提案した投票用委員会原案

（CDV）が昨年９月に発行され、国際投票の結果、IEC61000-6-3は否決、IEC 

61000-6-4は僅差で可決された。 

（ア）床置き装置に関する６面電波暗室（FAR）試験及びその許容値 

 現行規格においては卓上装置に限定されているFAR試験の対象を、

床置き装置に拡張することが提案されている。現行規格における卓上

装置のFAR試験の許容値は偏波に依存しないが、床置き装置では妨害

波源が床に接近するために、FAR試験と屋外測定場（OATS）測定との

間で、水平偏波の測定結果に大きな差が出る可能性がある。このため、

FAR試験及びOATS試験との相関を確保することを目的として、偏波別

の許容値案とその根拠を記載した情報的附則を設けている。 

 （イ）許容値の区分（動作環境区分及びクラス区分） 

現行の共通規格は、装置の動作環境の区分別（住宅・商業・軽工業

環境/工業環境）の規格となっている一方、一部の製品規格では、装

置の区分（クラスA、B）に基づく許容値が規定されている。このうち

クラスB許容値は、住宅環境における無線の保護を想定したものであ
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るが、クラスの定義は規格によって多少異なる。またクラスAに該当

する装置が、住宅環境で使用されることも現実にあり得る。このため

共通エミッション規格における環境区分を再定義するとともに、住

宅・商業・軽工業環の共通エミッション規格においては、クラスA許

容値を新たに導入するとともに、電磁干渉を起こす可能性がある旨の

警告情報の製品への添付を規定した。また、環境区分とクラス区分と

の対比表を情報的附則として追加している。 

（ウ）測定の不確かさに関する記載の明確化 

 現行規格においては、測定系の不確かさを算出し試験報告書に記載

するが、適合性判定には適用しない。これに対しCISPR16-4-2（無線

周波妨害波及びイミュニティ測定装置と測定法に関する規格：測定装

置の不確かさ）において不確かさが規定されている場合には、これに

従って測定系の不確かさを算出し、適合性判定にも適用する（不確か

さが一定以上の場合、判定基準を厳しくする）ことを明記した。 

（エ）直流（DC）電源ポートの伝導妨害波の許容値の規定 

 住宅・商業・軽工業環の共通エミッション規格においては、現行規

格においてDC電源ポートの試験が必要となる接続ケーブル長の下限

を、30ｍから３ｍに短縮するとともに、試験が必要となる条件を整理

し義務的附則に追加している。また、工業環境の共通エミッション規

格においては、現行規格ではDC電源ポートの許容値は定められていな

いが、接続ケーブル長３ｍ以上については許容値案が情報として追加

され、試験が必要な条件も情報的付則として追加された。 

（オ）周波数１GHz以上の放射妨害波の測定法及び許容値の改定 

 現行規格においては、周波数１GHz以上の放射妨害波測定法につい

ては、アンテナを固定した測定法が規定されているところ、アンテナ

高走査（１ｍ～４ｍ）による測定法及び、その測定法による許容値は

１GHz～３GHzにおいては従来の許容値から４dB緩和したものとする

ことを記載した情報的附則を追加している。 

２）対処方針 

我が国は２つのCDVについて、主として下記（エ）（オ）の理由により反

対票を投じている。国際投票の結果CDVが否決されたIEC 61000-6-3につい

ては、再度意見照会のDC文書が回付される予定である。またCDVが可決され

たIEC 61000-6-4については、各国のコメントを一部反映した最終国際規格

案（FDIS）が発行される見込みである。いずれについても下記の方針で対

処する。 

（ア）床置き装置に関する６面電波暗室（FAR）試験及びその許容値 
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従来から我が国が指摘してきた事項であり、支持する。 

 （イ）許容値の区分（動作環境区分及びクラス区分） 

環境区分の定義、及び住宅・商業・軽工業環境におけるクラスA許

容値の導入は容認する。 

（ウ）測定系の不確かさに関する記載の明確化 

 これまで記載するだけであった不確かさを、適合性評価にも適用す

ることを明記するもので、一定以上の正確さを持った測定系による適

合性評価を可能とするものなので、支持する。 

（エ）直流（DC）電源ポートの伝導妨害波の許容値の規定 

試験が必要となる接続ケーブル長の下限を短縮することに対し、ケ

ーブル長が短い場合は妨害波の放射効率が落ちることが報告されて

いることから、一律の許容値適用でなく、例えば接続されうるケーブ

ルの最大長を考慮した許容値とすべきと指摘している。また外部の

AC/DCコンバータもしくはDC/DCコンバータと接続されるDC電源ポー

トを試験対象にする一方、上記コンバータの電源入力側の試験も二重

に要求している。ポートの定義（装置と外界の境界）と矛盾するので

改めるべきである。 

（オ）周波数１GHz以上の放射妨害波の測定法及び許容値の改定 

 本件は試験機関等に重大な影響を与える事項であるにもかかわら

ずH小委員会の第１作業班（WG1）においてほとんど議論がされておら

ず、過去に３度発行された委員会原案（CD）にも記載がない。情報的

付則といえども十分な議論を行なってから規格に加えるべきである。 

（５－２）CISPR/TR 16-4-4（無線保護のための許容値設定モデルの技術報告書）

の改定 

１）審議状況 

本技術報告書は、無線保護のための許容値の導出の根拠（考え方）を示

した文書であり、各製品委員会が本文書を参照することにより、各製品規

格において共通の根拠に基づく許容値を規定することを可能とするもの。  

今回の改定では、30MHz以下の放射妨害波に対する許容値設定のモデルと

して、距離に対する磁界強度の依存性や、許容値設定において確率的に評

価すべき事項（妨害波の放射パターン、無線受信機の受信アンテナパター

ン、建物による遮蔽効果など）についての追記が行なわれた。 

昨年８月に発行された技術報告書案（DTR）は反対なしで可決され、技術

報告が発行される。我が国から提出された主要なコメントは全て反映され
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ている。 

２）対処方針 

次回改定の内容として、第２アドホックグループ（AHG2）で検討されてき

た太陽光発電設備の放射モデル（次項５－３）の追加などが審議される見込

みであり、同AHGにおけるこれまでの対応を踏まえて対処する。 

（５－３）太陽光発電システム及び照明用超低電圧屋内配線設備からの放射モデ

ルの検討  

１）審議状況 

CISPR11（工業、科学、医療用装置からの妨害波の許容値と測定法）にお

いて、太陽光発電用系統連系電力変換装置（GCPC）の伝導妨害波許容値が

規定されたことを受けて、この許容値の設定モデル、特に太陽光発電設備

からの妨害波放射特性に関する検討が行なわれてきた。また、F小委員会（家

庭用電気機器、照明機器等）からの要請に基づき、屋内の照明用低電圧直

流配線設備も検討対象に追加された。太陽光発電設備からの妨害波放射特

性に関する検討結果をまとめたコメント用審議文書（DC）が昨年12月に回

付された。 

２）対処方針 

太陽光発電設備からの妨害波放射モデルについては、太陽光発電設備を

アンテナと見なし、そこに入力される伝導妨害波電力や整合条件を考慮し

て放射妨害波の強度を評価し、無線保護に必要な伝導妨害波許容値を決め

る方法が提案・検討されている。しかし上記の方法では、太陽光発電設備

の近傍電磁界による干渉量の評価が難しいと考えられる。B小委員会及びF

小委員会における関連議題への我が国の対応との整合性も考慮しつつ対処

する。 
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６. 我が国代表団（予定） 
 

※全体総会及び各小委員会総会の出席者に関して、①下線は代表団長、②ゴシック体は、電波利用環境委員会委員及び各

小委員会作業班構成員  
   

（１）全体総会 

 

 

（２）各小委員会全体会議 

５）H小委員会全体会議 

松本  泰（NICT） 

雨宮不二雄（NTTアドバンステクノロジ(株)） 

長部 邦広（(一財)VCCI協会） 

久保田文人（(一財)TELEC） 

後藤  薫（NICT） 

島先 敏貴（(一財)VCCI協会） 

徳田 正満（東京大学） 

前川 恭範（ダイキン工業(株)） 

 

（参考）ワーキンググループ等への出席予定者（我が国代表ではなく専門家としての

出席） 

５）H小委員会 

ウラジオストク会合では、ワーキンググループ等は開催予定なし。 

 


